
様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 介護保険給付実績管理システム 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
保険健康部 長寿介護課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険サービス利用に係る給付実績の管理するため。 

記録項目 

1被保険者番号、2氏名、3生年月日、4性別、5電話番号、

6 住所、7 送付先、8 資産状況、9 課税状況、10 預金口座情

報、11介護保険サービス給付実績情報 

記録範囲 被保険者（要介護認定者、要支援認定者、事業対象者） 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳、住民税課税台帳、愛知県国民健康保険団体連

合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 愛知県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）保険健康部長寿介護課 

（所在地）知立市広見三丁目 1 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
- 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
- 

備   考 

 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 介護保険システム 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
保険健康部 長寿介護課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険受給者の把握をするため 

記録項目 

1.個人名、2.個人名かな、3.生年月日、4.性別、5.郵便番号、

6.漢字住所、7.電話番号、8、健康状態、病歴、９障害、 

10、身体的特性、能力、11、性質、性格、12、その他（主治

医意見書） 

記録範囲 被保険者（2号被保険者を含む） 

記録情報の収集方法 
本人及び介護保険事業者からの届け出、市区町村からの通

知、職員が調査等をしたもの 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 国、居宅介護支援事業所 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）保険健康部 長寿介護課 

（所在地）〒472-8666 知立市広見三丁目 1番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
‐‐‐ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
－ 

備   考 

 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 介護保険システム 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
保険健康部 長寿介護課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険料の管理のため 

記録項目 

1被保険者番号、2氏名、3生年月日、4性別、5電話番号、

6住所、7送付先、8課税状況、9口座情報、10折衝記録 

記録範囲 ６５歳以上の被保険者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳、住民税課税台帳、日本年金機構 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）保険健康部長寿介護課 

（所在地）知立市広見三丁目 1番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
 

備   考 

 

 



様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険資格賦課データベース 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
保険健康部国保医療課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険資格賦課事務に使用するため。 

記録項目 

1記号番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6電話

番号、7在留資格、8資格情報（得喪年月日、得喪届出日、

得喪事由）、9負担割合、10送付先情報（送付先氏名、送

付先住所）、11 年金特別徴収に関する情報、12 証関係情

報（証種別、交付履歴、有効期限、回収日等）、13介護適

用除外状況、14住所地特例情報、15所得状況、16減免及

び軽減情報、17口座情報、18個人番号 

記録範囲 
国民健康保険加入者及び国民健康保険加入者であった者

で資格喪失者 

記録情報の収集方法 
本人若しくは代理人の届出、住民基本台帳システム、公

用請求により官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
市区町村、医療機関、審査支払機関（愛知県国民健康保

険団体連合会） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）保険健康部国保医療課 

（所在地）知立市広見三丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
－ 

備   考 
 



様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険給付データベース 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
保険健康部国保医療課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険給付事務に使用するため。 

記録項目 

1記号番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6電話

番号、7資格情報（得喪年月日、得喪事由、得喪届出日）、

8 負担割合、9 送付先情報（送付先氏名、送付先住所）、

10給付割合、11出産育児一時金に関する情報（分娩年月

日、出生または死産の別等）、12葬祭費に関する情報（葬

祭執行年月日、喪主と死亡者の関係性等）、13口座情報、

14個人番号 

記録範囲 
国民健康保険加入者及び国民健康保険加入者であった者

で資格喪失者 

記録情報の収集方法 

医療機関が作成、保険者に請求した診療報酬明細書及び

各種届出書（療養費支給申請書、葬祭費支給申請書、出

産育児一時金支給申請書等） 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
市区町村、医療機関、審査支払機関（愛知県国民健康保

険団体連合会） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）保険健康部国保医療課 

（所在地）知立市広見三丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
－ 

備   考  

様式第１（第２条関係） 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国保総合データベース 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
保険健康部国保医療課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険診療報酬のデータ化及び管理を行うため。 

記録項目 

1記号番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6電話

番号、7資格情報（得喪年月日、得喪事由、得喪届出日）、 

8負担割合、9給付割合、10口座情報、11個人番号、 

記録範囲 
国民健康保険加入者及び国民健康保険加入者であった者

で資格喪失者 

記録情報の収集方法 愛知県国民健康保険団体連合会より情報提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）保険健康部国保医療課 

（所在地）知立市広見三丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
－ 

備   考  

 



様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国民情報集約関係ファイル 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 
保険健康部国保医療課 

個人情報ファイルの利用目的 

１ 資格継続業務を行うため 

(ア)都道府県内の市区町村間を転居した場合、転出市区町村と転入

市区町村の適用終了日（転出）と適用開始日（転入）の重複・空白期

間をチェックする。 

(イ)資格取得年月日や資格喪失年月日の引き継ぎを行う。 

２ 高額該当回数の引き継ぎ業務を行うため 

(ア)転入地市区町村が世帯継続性を認めた場合には、転出地市区町

村から転入地市区町村へ高額該当情報の引き継ぎを行う。 

３ オンライン資格確認の準備のための医療保険者等向け中間サー

バー等への被保険者異動情報の提供を行うため 

(ア)オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用

するため、被保険者異動情報に関するデータを医療保険者等向け中

間サーバー等へ送信する。 

記録項目 

１都道府県被保険者 ID 管理、２市町村被保険者 ID 管理、３世帯

管理番号管理、４個人管理番号管理、５資格世帯管理、６資格世帯

管理履歴、７資格世帯異動管理、８資格世帯異動管理履歴、９資格

個人管理、１０資格個人管理履歴、１１資格得喪管理、１２資格得

喪管理履歴、１３資格得喪退職管理、１４資格得喪退職管理履歴、

１５資格個人異動管理、１６資格個人異動管理履歴、１７被保証等

管理、１８被保証等管理履歴、１９高齢受給者証管理、２０高齢受

給者証管理履歴、２１各種証管理、２２各種証管理履歴、２３世帯

所得区分情報管理、２４世帯所得区分情報管理履歴、２５国保資格

得喪管理(市町村)、２６国保資格得喪管理(都道府県)、２７継続候

補世帯リスト管理、２８継続候補世帯構成員リスト管理(国保適用開

始世帯)、２９継続候補世帯構成員リスト管理(国保適用終了世帯)、

３０継続世帯管理、３１限度額特例対象世帯情報管理、３２限度額

特例対象世帯情報管理履歴、３３ 75 歳到達時特例対象者情報管理、

３４ 75 歳到達時特例対象者情報管理履歴、３５継続候補世帯旧番

号情報管理、３６国保資格得喪管理(同日得喪)、３７高額該当情報

管理、３８高額該当情報管理履歴、３９継続世帯高額該当情報管理、

４０高額該当引継情報管理、４１高額該当引継情報管理履歴、４２

継続候補世帯リスト管理履歴、４３継続候補世帯構成員リスト管理

履歴(国保適用開始世帯)、４４継続候補世帯構成員リスト管理履歴

(国保適用終了世帯)、４５資格世帯管理ワーク、４６資格個人管理

ワーク、４７第三者行為求償情報管理、４８第三者行為求償情報管

理履歴、４９都道府県点検用番号管理、５０資格個人管理(加入者情

報)、５１資格個人管理(加入者情報)履歴、５２各種証管理、５３各

種証管理 （ 履歴）、５４加入者通番管理、５５加入者通番個人管理

番号管理、５６加入者情報管理(システム基本情報)、５７加入者情

報管理(システム基本情報)履歴、５８加入者情報管理(システム基本

情報)(応答待機)、５９加入者情報管理(情報に関する制御情報)、６

０加入者情報管理(情報に関する制御情報)履歴、６１加入者情報管

理(情報に関する制御情報)(応答待機)、６２加入者情報管理(基本情

報)、６３加入者情報管理(基本情報)履歴、６４加入者情報管理(基

本情報)(応答待機)、６５加入者情報管理(資格情報)、６６加入者情

報管理(資格情報)履歴、６７加入者情報管理(資格情報)(応答待機)、

６８加入者情報管理(被保険者証等情報)、６９加入者情報管理(被保



険者証等情報)履歴、７０加入者情報管理(被保険者証等情報)(応答

待機)、７１加入者情報管理(高齢受給者証情報)、７２加入者情報管

理(高齢受給者証情報)履歴、７３加入者情報管理(高齢受給者証情

報)(応答待機)、７４加入者情報管理(限度額認定証関連情報)、７５

加入者情報管理(限度額認定証関連情報)履歴、７６加入者情報管理

(限度額認定証関連情報)(応答待機)、７７加入者情報管理(特定疾病

療養受療証情報)、７８加入者情報管理(特定疾病療養受療証情報)履

歴、７９加入者情報管理(特定疾病療養受療証情報)(応答待機)、８

０加入者情報管理(世帯情報)、８１加入者情報管理(個人情報)、８

２加入者情報管理(メッセージ管理)、８３加入者情報管理(加入者基

本情報変更履歴)、８４加入者情報管理(加入者基本情報変更履

歴)(履歴)、８５加入者情報管理(加入者基本情報変更履歴)(応答待

機)、８６加入者情報管理(個人番号誤入力情報)、８７加入者情報管

理(個人番号誤入力情報)(履歴)、８８中間サーバー未連携等エラー

対象者管理、８９中間サーバー即時連携情報管理 

記録範囲 

１ 被保険者(＊)：都道府県の区域内に住所を有する者で、他の医療

保険制度の被保険者でない者のうち、当市に住所を有する者 

２ 擬制世帯主：被保険者が属する住民基本台帳上の世帯主のうち、

国民健康保険の被保険者でない者（例：国保に加入している世帯員

がいるが、その世帯の世帯主は社会保険に加入している場合に、こ

の国保に未加入の世帯主を「擬制世帯主」という。） 

３ 過去に被保険者であった者および過去に擬制世帯主であった者 

※国民健康保険法第５条から第６条に基づく被保険者のうち、当市

に加入資格が適用される者をいう 

記録情報の収集方法 

１本人若しくは代理人の届出、住民基本台帳システム、公用請求に

より官公署等より入手し、国民健康保険市区町村自庁システム（以

下、市区町村システム）に当該情報を登録する。 

２ 市区町村システムから、異動があった被保険者とその世帯に属す

るすべての被保険者(擬制世帯主を含む)についての被保険者異動情

報(資格情報(世帯)ファイル、資格情報(個人)ファイル)を作成する。 

３ 被保険者異動情報データを、市区町村の国保総合 PC に移入する

と、国保連合会の国保総合(国保集約)システムに ｢被保険者異動情

報 ｣が送信され｢被保険者異動情報｣に基づいて、同システムの当該

情報が更新される。 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 

１ 転入地市町村(高額該当回数の引き継ぎ業務) 

２ 取りまとめ機関(オンライン資格確認の準備のための医療保険者

等向け中間サーバー等への被保険者異動情報の提供) 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 
（名 称）保険健康部国保医療課 

（所在地）知立市広見三丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定によ

る特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 



作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 
－ 

備   考 

 

 



様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国民年金ファイル 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
保険健康部国保医療課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民年金法等に基づき、国民年金の資格、免除、裁定請求

等の受付を行い、日本年金機構へ進達する。 

記録項目 

1基礎年金番号、2氏名、3カナ氏名、4通称名、5住所、 

6生年月日、7国籍・地域、8在留資格、9電話番号、10年

金加入履歴、11免除・猶予履歴、12所得状況、13進達日、

14国民年金関係届申出履歴、15死亡日、16転入・転出日、

17世帯状況、18個人番号 

記録範囲 国民年金加入者及び国民年金加入者であった者 

記録情報の収集方法 各種届出書、社会保険事務所から提供された資料 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）保険健康部国保医療課 

（所在地）知立市広見三丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

－ 

備   考 

 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 子ども医療受給者台帳ファイル 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
保険健康部国保医療課 

個人情報ファイルの利用目的 子ども医療費の助成を行うため 

記録項目 

1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.性別、5.住民になった日、

6.保険者名称、7.記号番号、8.保険資格開始日、9.被保険者

名、10.保護者氏名、11.保護者生年月日、12.保護者続柄、

13．保護者口座情報 

記録範囲 子ども医療費の受給者 

記録情報の収集方法 本人から提出された申請書、住民記録台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）保険健康部国保医療課 

（所在地）知立市広見三丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
￣ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
￣ 

備   考 

 

 



様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 精神障害者医療受給者台帳ファイル 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
保険健康部国保医療課 

個人情報ファイルの利用目的 精神障害者医療費の助成を行うため 

記録項目 

1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.性別、5.住民になった日、

6.保険者名称、7.記号番号、8.保険資格開始日、9.被保険者

名、10.障害要件、11.口座情報 

記録範囲 障害者医療費の受給者 

記録情報の収集方法 本人から提出された申請書、住民記録台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）保険健康部国保医療課 

（所在地）知立市広見三丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
￣ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
￣ 

備   考 

 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者福祉医療受給者台帳ファイル 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
保険健康部国保医療課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者福祉医療費の助成を行うため 

記録項目 

1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.性別、5.住民になった日、

6.保険者名称、7.記号番号、8.保険資格開始日、9.被保険者

名、10.認定区分、11.口座情報 

記録範囲 後期高齢者福祉医療費の受給者 

記録情報の収集方法 本人から提出された申請書、住民記録台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）保険健康部国保医療課 

（所在地）知立市広見三丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
￣ 

備   考 

 

 



様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療(資格管理）ファイル 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
保険健康部国保医療課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療制度の資格管理を行うため 

記録項目 

1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.年齢、5.性別、6.住民とな

った日、7.被保険者番号、8.資格取得年月日、9.資格取得事

由、10.資格喪失年月日、11.資格喪失事由、12.被保険者証

交付年月日、13.証有効期限、14.一部負担割合、15.証区分、

16.住所地特例情報、17.収入・所得、18.生活保護情報、19.

手帳情報、20.世帯状況、21.電話番号 

記録範囲 後期高齢者医療被保険者及び同一世帯に属する者 

記録情報の収集方法 

本人から提出された申請書等、住民記録台帳システム、 

市県民税賦課業務システム、 

愛知県後期高齢者医療広域連合からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
愛知県後期高齢者医療広域連合 

厚生労働大臣（日本年金機構） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）保険健康部国保医療課 

（所在地）知立市広見三丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
￣ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
￣ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ￣ 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

￣ 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
￣ 

備   考 
 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療（収納管理）ファイル 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
保険健康部国保医療課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療保険料の収納管理を行うため 

記録項目 

1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.年齢、5.性別、6.住民とな

った日、7.被保険者番号、8.賦課年度、9.相当年度、10．通

知書番号、11.徴収区分、12.保険料賦課額、13.納付額、14．

領収日、15.収納日、16.収納方法、17.延滞金額、18.督促・

催告情報、19.還付充当情報、25.口座情報、26.電話番号 

記録範囲 後期高齢者医療被保険者及び同一世帯に属する者 

記録情報の収集方法 
本人から提出された申請書等、住民記録台帳システム、 

愛知県後期高齢者医療広域連合からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
愛知県後期高齢者医療広域連合 

厚生労働大臣（日本年金機構） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）保険健康部国保医療課 

（所在地）知立市広見三丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
￣ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
￣ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ￣ 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

￣ 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
￣ 

備   考 

 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療（賦課管理）ファイル 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
保険健康部国保医療課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療保険料の賦課を行うため 

記録項目 

1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.年齢、5.性別、6.住民とな

った日、7.被保険者番号、8.市区町村別保険料額、9.申告区

分、10．徴収方法、11.期別情報、12.収入、13所得、14.扶

養人数、15.市県民税額、16.世帯情報、17.基礎年金番号、

18.特別徴収義務者、19.年金種別、20.介護被保険者番号、

21.介護特徴金額、22.年金額 

記録範囲 後期高齢者医療被保険者及び同一世帯に属する者 

記録情報の収集方法 

住民記録台帳システム、市県民税賦課業務システム、 

介護保険事業業務システム 

愛知県後期高齢者医療広域連合からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
愛知県後期高齢者医療広域連合 

厚生労働大臣（日本年金機構） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）保険健康部国保医療課 

（所在地）知立市広見三丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
￣ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
￣ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ￣ 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

￣ 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
￣ 

備   考 
 

 



様式第１（第２条関係） 
個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 予防接種 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
保険健康部健康増進課 

個人情報ファイルの利用目的 予防接種対象者把握、管理、通知 

記録項目 
1 識別番号、2 氏名、3 性別、4 生年月日・年齢、5 住

所、6電話番号、7世帯主、8予防接種歴 

記録範囲 予防接種対象者 

記録情報の収集方法 住民記録台帳システム、健康管理システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）保険健康部健康増進課 

（所在地）知立市桜木町桜木１１番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

✓法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ✓有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
- 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
- 

備   考  
 



様式第１（第２条関係） 
個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 各種健診（検診） 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保険健康部健康増進課 

個人情報ファイルの利用目的 健診（検診）受診者の登録、管理、通知 

記録項目 
1.識別番号、2.氏名、3.性別、4.生年月日・年齢、5.住所、

6.電話番号、7.世帯主 

記録範囲 受診者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）保険健康部健康増進課 

（所在地）知立市桜木町桜木１１番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル ☑有  □無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
－ 

備   考 
 

 



様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 風しんの追加的対策・風しん 5期予防接種事業 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
保険健康部健康増進課 

個人情報ファイルの利用目的 
風しん 5 期予防接種の周知、無料クーポン券の発

行 

記録項目 
1 識別番号、2 氏名、3 性別、4 生年月日・年齢、5

住所 

記録範囲 
風しんの追加的対策・風しん 5 期予防接種事業対

象者 

記録情報の収集方法 住民記録台帳システム、健康管理システム 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）保険健康部健康増進課 

（所在地）知立市桜木町桜木１１番地２ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第７項に該当

するファイル ☑有 □

無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

- 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考  

 



様式第１（第２条関係） 
個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 各種健診（3.4か月児、1歳 6か月児、3歳児健診） 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
保険健康部健康増進課 

個人情報ファイルの利用目的 乳幼児健診、受診者の登録、管理、通知 

記録項目 

1 識別番号、2 氏名、3 性別、4 生年月日・年齢、5 住所、6

電話番号、7 世帯主、8 健康状態・病歴、9 身体特性・能

力、10 性質・性格、11 診察所見、12 家族歴、13 職業・職

歴 

記録範囲 3.4か月児、1歳 6か月児、3歳児健診受診者 

記録情報の収集方法 住民記録台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在

地 

（名 称）保険健康部健康増進課 

（所在地）知立市桜木町桜木 11番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす

る個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組

織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関す

る提案を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関す

る提案をすることができる期間 
－ 

備   考 
 

 



様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 妊産婦歯科健診 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保険健康部健康増進課 

個人情報ファイルの利用目的 妊産婦歯科健診受診者の管理 

記録項目 

1 氏名、2 性別、3 生年月日・年齢、4 住所、5 電話番号、6 その

他（健康状態・病歴、障害、身体的特性・能力、性質・性格、

家族状況、職業・職歴） 

記録範囲 妊産婦歯科健診を受診した者 

記録情報の収集方法 住民記録台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）保険健康部健康増進課 

（所在地）知立市桜木町桜木１１ー２ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有  □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
－ 

備   考 
 

 



様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 知立市一般不妊治療費助成金制度ファイル 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
保険健康部健康増進課 

個人情報ファイルの利用目的 
補助金申請者の受付、助成、管理、通知のために

利用するため 

記録項目 

1.カナ姓、2.カナ名、3.漢字姓、4.漢字名、5.生年月

日、6.性別コード、7.住民となった年月日、8.転入届

出年月日、9.異動年月日、10.届出年月日、11.漢字住

所、12.漢字方書、13.郵便番号、14.漢字従前住所、

15.転出県コード、16.漢字転出住所、17.転出年月日 
記録範囲 本事業申請者 

記録情報の収集方法 住民記録台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先         － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）保険健康部健康増進課 

（所在地）知立市桜木町桜木１１―２ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
        － 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第７項に該当

するファイル □有 □

無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
          － 

行政機関等匿名加工情報の概要           － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

          － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

          － 

備   考  

 



様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 母子手帳・しおりの発行 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
保険健康部健康増進課 

個人情報ファイルの利用目的 母子手帳・しおりの発行、管理 

記録項目 
1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日、5年齢、

6 住所、7 電話番号、8 その他（妊娠週数、多胎、

所産年齢、経産回数、職業、趣味・し好） 

記録範囲 妊婦 

記録情報の収集方法 住民記録台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）保険健康部健康増進課 

（所在地）知立市桜木町桜木１１―２ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第７項に該当

するファイル ☑有 □

無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

          － 

 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
          － 

行政機関等匿名加工情報の概要           － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

          － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

          － 

備   考  

 


